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はじめに

 本年第47回から第58回に至る本作業部会においては、非化石価値取引市場の見直
しに伴う再エネ価値取引市場および高度化法義務達成市場の制度設計に関し、ご議
論を頂き、各市場について一定の整理を頂いた。

 上記各市場における制度設計においては、引き続き対応すべき課題等は存在するため、
今後も検討を進めていく予定である。

 再エネ価値取引市場においては、今回11月開催の初回オークションの結果のご報告や
今後の課題事項を整理しつつ、その内の一つである新たな再エネの調達手法の多様化
に伴う再エネ価値の移転の方法についてご議論いただきたい。
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１．第一回オークション結果について
２．今後の課題について
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FIT非化石証書の約定量

【参考】11月開催の再エネ価値取引市場結果

 2021年11月より、需要家や仲介事業者の直接参加を可能とした再エネ価値取引市場
を開始。11月のオークションでは2020年度の総約定量を上回る約19億kWhの取引が
行われた。

 約定最高価格は1.6円、約定最低価格は0.3円、約定価格は0.33円/kWh※。
 小売電気事業を行わない需要家は６者、仲介事業も行う者は19者が参加した。

[億kWh]

※約定量加重平均価格

第1回再エネ価値取引市場の結果

対象 FIT証書

約定処理日 11月26日

約定価格（円/kWh） 0.33円※

約定最高価格（円/kWh） 1.60円

約定最安価格（円/kWh） 0.30円

約定量(百万kWh） 1,929

市場における
売入札量（百万kWh）

55,954

市場における
買入札量（百万kWh）

1,929

入札会員数 118
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１．第一回オークション結果について
２．今後の課題について



5

再エネ価値取引市場における今後の課題について

 再エネ価値取引市場においては、これまでに一定の課題の整理を行ってきたところだが、
今後の検討課題には新たに一部課題を追加し、以下であると考えられる。今回はこのう
ち、赤枠の非FIT証書の一部取扱いについて、具体的に議論いただきたい。

主な課題 具体的な論点

非FIT証書における
一部取扱いについて

 昨今のコーポレートPPAなどへの取り組みの加速化を踏まえ、非FIT再エネ価値に
おける発電事業者と需要家の直接的な取引をどのように認めていくべきか。

 高度化法における目標値における関係をどのように整理していくべきか。

証書の有効期限

 欧米の証書制度も参考に、例えば取得から1年間など期間を変更すべきか
 変更する際、温対法の利用可能とする期間と、再エネなど環境価値を訴求できる

期間とを分けるべきか、揃えるべきか
 有効期限を延ばすことにより、既存の期限に基づく税務上の取り扱いの整理への

影響を及ぼさないか
 上記の観点から、取得者が小売事業者と需要家で有効期限の考えを分けるべきか
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新たな再エネの調達手法の高まり

 昨今の世界的な脱炭素化に対する取り組みが加速化する中、わが国においてもエネル
ギーミックスの改定に伴い、再エネ電源の導入拡大が求められている。こうした中、再エネ
電源からの電力調達について、その手法も多様化している。

 昨今では、特に、需要家と非FITの再エネ発電事業者が長期の電力購入契約を結ぶ電
力調達形態（コーポレートPPA）について注目が集まりつつあり、その具体的な手法も、
電力や再エネ価値の購入契約を直接結ぶフィジカルPPA（主にオフサイト型）や、卸電
力価格と契約した固定価格との差額決済により再エネ価値を直接取引するバーチャル
PPAなどがある。

 こうした新たな調達手法については、電力の取引そのものに対する制度に関しても別途検
討が進められているが、再エネ価値の取引においても、そうした取り組みがしやすくなるよう
な環境整備が求められてきている。

 今回、こうした取り組みにおける再エネ価値の取扱いについて、ご意見を頂きたい。



【参考】オフサイト型コーポレートPPA等の調達手段についての検討

 世界ではオフサイト型コーポレートPPA※の活用が拡大。

※ コーポレートPPA → 需要家と発電事業者が長期の電力購入契約を結ぶ電力調達

 再エネ調達を拡大するニーズの高まりを背景として、オフサイト型コーポレートPPAは、非FITの導入方法とし
て、再エネの導入拡大に資する可能性。

 日本でもオフサイト型コーポレートPPAは実施可能であり、FIP制度においても支援対象となるところ、今後
は事例の蓄積が進むと期待される。

 一方で、再エネ発電事業者と需要家が直接小売供給契約を締結できるようにすべきとの声もあることから、需
要家が遠隔地等から再エネ電気を直接調達することを可能とする方向性で課題を整理し、必要な環境整
備を検討し、今秋から開始する。

企業／公的機関
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Ⅱ② 分散電源導入

出所）自然エネルギー財団 コーポレートPPA実践ガイドブック https://www.renewable-ei.org/activities/reports/20200930.php

日本において実施可能なオフサイト型コーポレートPPAの形態需要家・発電事業者にとってのコーポレートPPAのメリット

再⽣可能エネルギー大量導入・次世代電力ネット
ワーク小委員会 中間整理

（第4次）(2021年10月) より抜粋

https://www.renewable-ei.org/activities/reports/20200930.php


【参考】フィジカルPPAとバーチャルPPAについて

フィジカルPPA
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バーチャルPPA

 オフサイト型のコーポレートPPAの一種
 発電事業者と需要家は環境価値のみを直接に売
買。電力取引は行わない。

 発電事業者は市場に電力を卸売り、需要家は小売
電気事業者と電力購入契約を結ぶ。

 発電事業者は電力収入の変動を避け一定の収入を
確保できるように、需要家との間で固定価格を決め、
卸電力の市場価格と固定価格の差額精算を行う。

※日本の場合は、小売電気事業者が取引の間に介在する。

 オフサイト型のコーポレートPPAの一種。
 一般的に需要家が電力を利用する拠点から離れた
場所で発電設備に投資し、建設。

 発電事業者と需要家の間で電力と環境価値のい
ずれも直接に売買。海外の場合、送配電ネットワー
クを利用するために、需要家が託送料金を送配電事
業者に支払う。

※日本の場合は、小売電気事業者が取引の間に介在する。

＜フィジカルPPAのイメージ＞ ＜バーチャルPPAのイメージ＞

自然エネルギー財団 「日本のコーポレートPPA 契約形態、コスト、先進事例」を基に作成 https://www.renewable-ei.org/activities/reports/20211109.php

https://www.renewable-ei.org/activities/reports/20211109.php
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【参考】世界におけるコーポーレートPPAの取り組み状況

一財）日本エネルギー経済研究所・一財）日欧産業協力センター 第２回 ジョイント・ウエビナー
Amazon Web Services(AWS)社プレゼン資料より抜粋
https://www.eujapan.eu/sites/default/files/imce/AWS%202021.11.9.pdf

https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/AWS%202021.11.9.pdf
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【参考】米国におけるコーポーレートPPAの取り組み状況

一財）日本エネルギー経済研究所・一財）日欧産業協力センター 第２回 ジョイント・ウエビナー
Amazon Web Services(AWS)社プレゼン資料より抜粋
https://www.eujapan.eu/sites/default/files/imce/AWS%202021.11.9.pdf

https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/AWS%202021.11.9.pdf


【参考】国内でのコーポレートPPA（オフサイト型）の事例

金融機関初となる環境省モデル事業に認定された
オフサイトコーポレート PPA の開始

～使用電力の 100％再⽣可能エネルギー化（RE100）
達成に向け、追加性のある再エネ調達を加速～

東海理化と中部電力ミライズ
オフサイト PPA サービス実施に向けた協定を締結

～長野県に専用再⽣可能エネルギー発電所を設置し、
2022 年度から発電開始～
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セブン＆アイグループと NTT グループの協創で取り組むRE100店舗の実現
国内初※1オフサイト PPA を含むグリーン電力を一部店舗に導入

※1 株式会社資源総合システムへのヒアリング等を通じたNTT AE 調べ

2021 年 3 月 31 日

2021 年 11 月 17 日2021 年９月 24 日

日本初のアマゾン向け再⽣可能エネルギーを活用した長期売電契約を締結

MC リテールエナジー株式会社(以下、当社)はアマゾンとの間で日本初の再
⽣可能エネルギー （以下、再エネ）を活用した長期売電契約
（Corporate Power Purchase Agreement、以下コーポ レート
PPA）を締結いたしました。 本契約では、アマゾンが太陽光発電所約 450 
か所（設備容量：総計約 22MW）から再エネ電力 を調達、三菱商事
株式会社(以下、三菱商事)の子会社である三菱商事エナジーソリューショ
ンズ 株式会社が、株式会社ウエストホールディングスが建設する太陽光発
電設備の建設工程管理と 技術支援、同じく三菱商事の子会社である
ElectroRoute 社が太陽光発電の発電量予測と発電インバランスのリスク
ヘッジ(注)をおこないます

（以下略）

2021 年 9 月 14 日

MCリテールエナジー(株)
https://www.retailenergy.co.jp/hubfs/news/pdf/amazon_202109.pdf?hsLang=ja より一部抜粋NTTアノードエナジー(株) https://www.ntt-ae.co.jp/pdf/press20210331-1.pdfより一部抜粋

第一⽣命(株) https://www.dai-ichi-life.co.jp/company/news/pdf/2021_042.pdfより一部抜粋 (株)東海理化http://www.tokai-rika.co.jp/topics/2021/211117.pdfより一部抜粋

https://www.retailenergy.co.jp/hubfs/news/pdf/amazon_202109.pdf?hsLang=ja
https://www.ntt-ae.co.jp/pdf/press20210331-1.pdf
https://www.dai-ichi-life.co.jp/company/news/pdf/2021_042.pdf
http://www.tokai-rika.co.jp/topics/2021/211117.pdf
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【参考】RE100における主な再エネ調達手法について

カテゴリ 具体的な調達手段 備考

自家発
自家消費

自社が保有する
再エネ発電設備からの発電

自社が保有する再エネ発電設備からの発電

電力
購入

電力供給者の有する敷地内
（オンサイト）の再エネ発電所

からの購入
オンサイトの再エネ調達。

敷地外（オフサイト）の
再エネ発電所から自営線経由

での調達
オフサイトで自営線による再エネ調達。

系統接続したオフサイトの再エネ
発電所からの直接調達

(例：PPA）

再エネ発電事業者が需要家に電気と再エネ証書を直接適用する
（フィジカルPPA）と、電気の価格は卸価格と契約した固定価格
(strike price)との差額決済とし、証書は別途発電事業者から需要
家に提供する(バーチャルPPA)が該当。

電力供給者との契約（グリーン
電力商品）による調達

電力提供事業者が証書を活用して再エネ商品として提供する。

電気と切り離された
電源の属性証書の調達

北米のRECや欧州のGO、他の地域でのI-RECなどが対象。なお、コ
ジェネのように、需要家が化石燃料由来の自家発の使用電力に証書
をあてるべきではないとしている。

※この他、米国のRPSなど規制に基づくものであり、ある特定の需要家の要求により積極的に供給されるのではなく、一般的な提供する電力が再エネとなっているものの消費に
おいては、一定の条件の下で認められることがある。但し、広く適用されるものではない模様。

https://www.there100.org/における最新のテクニカルクライテリア（2021年3月版)を基に作成

第57回 制度検討作業部会
（2021年9月24日) 資料3-1より一部改

https://www.there100.org/


非FIT証書における発電側と需要家の直接取引について

 前掲の通り、世界的にコーポレートPPAの案件が増加しつつある中、国内においても小
売電気事業者が参加するスキームによる取り組みが普及しつつある。一方、発電事業
者や需要家においては、特にバーチャルPPAのように、直接的に再エネ価値を取得でき
る取り組みについても、その実現を求める声がでてきている。

 現在、取り組みの対象となりうる非FIT再エネ電源由来の非FIT証書については、高
度化法の義務の手段であり、小売電気事業者のみ調達可能となっている。

 他方、こうした新たな再エネ調達の取り組みについては、再エネ価値の取引の側面にお
いてもその利用をしやすくすることで、今後の導入拡大を後押しするものであるとも考え
られる。

 こうした点を踏まえ、高度化法における小売電気事業者の目標値から上記取組の取
引量分を控除することを前提に、今後非FIT再エネ電源に係るコーポレートPPAの
取り組みに限り、一定の要件を満たす場合には、発電事業者と需要家における非
FIT再エネ証書の直接取引を認める方向で検討を進めてはどうか。

 具体的な要件に関し、例えば以下についてどのように考えるか。

 証書のダブルカウントを回避するために、非FIT再エネ発電事業者と需要家双方が
JEPXにおいて証書の口座を開設すること。また、証書の口座移転完了日までに、
JEPXに相対取引の内容を報告し、適切に証書の口座移転を行うこと。

 対象である非FIT再エネ電源は新設であること。
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